
平成 21年 3月 26日 判決言渡 同 白原本領収 裁 判所書記官

平成 20年 (行ウ)第32号  政 務調査費返還代位請求事件

田頭弁論終結の日 平 成 21年 3月 9日

判         決

当事者の表示       別 紙当事者目録記載のとおり

1 被 告は,被 告補助参加人に対し, 142万 2225円 を支払うこ

とを請求せよ。

2 原 告らのその余の請求を棄却する。

3 訴 訟費用は,補 助参加に要した費用を含め,こ れを4分 し,そ の

3を原告らの負担とし,そ の余を被告及び被告補助参加人の負担と

する。

事 実 及 び 理 由

第 1 請 求

被告は,被 告補助参加人に対し, 511万 5013円 及びこれに対する平成 15

年6月 1日から支払済みまで年5分の害J合による金員を支払うことを請求せよ。

第2 事 案の概要

本件は,名 古屋市の住民である原告らが,地 方自治法242条 の2第 1項 4号 に

基づき,名 古屋市議会の会派である被告補助参加人 (以下 「参加入」という。)が

名古屋市から交付を受けた平成 14年 度の政務調査費のうち511万 5013円 を

不当に利得していると主張して,被 告に対し,同 金額に相当する不当利得金の返還

及びその遅延損害金の支払を参加人に対して請求することを求める住民訴訟である。

なお,本 半J決において引用する関連摯令等の定めは,別 紙 「関連法令等J記 載の

とおりである (以下,平 成20年 名古屋市条例第 1号による改正前の 「名古屋市会

政務調査費の交付に関する条例」を 「本件条例」,「 名古屋市会政務調査費の使途

基準及び収支報告書等の開覧に関する規程」を 「本件規程」という。)。

文主
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1 前 提事実等 (争いがないか,証 拠上明らかである。)

(1)当事者等

ア 原 告らは,名 古屋市内に居住する者である。   ‐

イ 被 告は,地 方自治法 242条 の 2第 1項 4号 所定の名古屋市の執行機関で

ある。

ウ 参 加人は,名 古屋市議会における会派であり,平 成 14年 度当時, 24人

の議員が所属していた。

(2)監査請求及び本件訴えの提起等

ア 参 加人は,平 成 14年 度において,名 古屋市から,映 務調査費として合計

1億 5840万 円 (月額 55万 円×24人 ×12か 月)の 交付を受けたところ,平

成 15年 4月 28日 ,収 入 1億 5840万 円,支 出 1億 5674万 8242円 ,残

余 165万 1758円 とする収支報告書を名古屋市議会議長に提出し,同 年 5月 2

9日 に同議長からその写しの送付を受けた被告から,同 年 6月 6日 ,同 残余金の返

還を命ぜられ,同 月 11日 ,名 古屋市に対し,同 残余金を返還した。

イ 参 加人においては,名 古屋市から交付を受けた政務調査費 (議員 1人 当た

り月額 55万 円)の うち,各 議員に対して 1人 当たり月額 50万 円を交付し,そ の

余を共通経費に充てるための資金として保管し,同 保管金の中から共通経費を支出

していた。また,共 通経費に係る収支について会計帳簿 (甲2)を 作成していた。

平成 14年 度の共通経費に係る収支は,上 記会計帳簿によれば,収 入が合計 14

40万 0305円 (1440万 円 《月額 5万 円×24人 ×12か 月》及び利息 30

5円 ),支 出が合計 830万 0767円 ,残 高が 609万 9538円 であつた。

ウ 原 告らは,平 成 20年 1月 30日 ,名 古屋市監査委員に対し,参 加人が平

成 14年 度の政務調査費から共通経費として支出した金員のうち,別 表 1の 「監査

請求」欄記載の合計 1203万 8,898円 が,政 務調査費の使途基準に適合しない

ものであるとして,被 告が参加人に対し同額を名古屋市に返還させるために必要な

措置を採ることを求める監査請求をした (なお,使 途不明金444万 7780円 は,
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共通経費の残高 609万 9538円 から収支報告書の残余 165万 1758円 を控

除した金額である。参加人は,同 監査委員に対し,原 告らが使途不明金とする44

4万 7780円 は,議 員個人分の年間600万 円を超えた領収書記載金額の合計額

であり,月 額 50万 円を上回る領収書を提出した個々の議員に対し,そ の上回る金

額の支給を行わないため,会 派に留保された 「余剰金」であるなどと説明した。)。

工 名 古屋市監査委員は,平 成 20年 3月 28日 ,別 表 1の 「返還措置勧告」

欄記載の使途不明金は,共 通経費又は所属議員の政務調査活動の費用として支出さ

れたものとは認められないとし,同 欄記載のその余の支出は,い ずれも政務調査費

の使途基準に適合した支出とは認められないとして,被 告において参加人に対し合

計692万 3885円 を返還させるために必要な措置を同年4月 30日 までに講ず

ることを求める勧告をした。

オ 原 告らは,平 成 20年 4月 17日 ,被 告に対し,別 表 1の 「本件請求」欄

記載の①～①の合計 511万 5013円 に相当する不当利得金の返還及びその遅延

損害金の支払を参加人に請求することを求める本件訴えを提起した (なお,別 表 1

の 「本件請求」欄記載の①～⑤に対応する個々の支出は,別 表 2の 1～ 6の とおり

である。)。

力 被 告は,上 記工の勧告を受けて,平 成 20年 4月 30日 ,参 加人に対し,

返還所要額 692万 3885円 を同年 5月 14日 までに返還するよう通知し,参 加

人は,同 日,名 古屋市に対し,同 額を返還した。

2 争 点

参加人が平成 14年 度の政務調査費として支出した別表 1の 「本件請求」欄記載

の①～①の合計 511万 5013円 が政務調査費の使途基準に適合するものか否か

であり,こ れに関する当事者の主張は,次 のとおりである。

(原告らの主張)

(1)政務調査費の使途基準と立証責任

ア 政 務調査費の支出について定めた地方自治法 100条 13項 は,地 方公共
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団体が 「調査研究に資するため必要な経費の一部として」政務調査費を交付するこ

とができると定め,こ れを受けた本件条例4条 は,政 務調査費を 「議長が定める使

途基準に従って使用する」ものとし 「市政に関する調査研究に資するために必要な

経費以外のものに充ててはならない」と定めている。そして,本 件条例 7条 は 「
当

該会派がその年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支

出した総額を控除して残余がある場合」には残余の額に相当する額の政務調査費の

返還を市長が会派に命ずることができることを定めている。

したがって,地 方自治法 100条 13項 ,本 件条例4条 , 7条は,当 該費用の支

出が政務調査費の支出として正当とされるためには,市 政と支出との関連性におい

て,「結果的に当該支出が市政に資した」という程度の抽象的な関連性では足りず,

当該支出と市政とのより具体的な関連性を要求しているものというべきであるoこ

のような解釈をしない場合には,地 方自治法や本件条例の趣旨を没却するからであ

る。すなわち,議 員の活動のうち,政 務調査活動とはいえない党派の活動や選挙活

動も,当 の議員の主観的な観点から見れば,市 政を良くするためとの意識に基ブく

「市政のための」活動であることがほとんどであろう。このような現状で,抽 象的

に 「結果的に当該支出が市政に資した」という程度の関連性で足りるとすれば,客

観的に見ておよそ政務調査活動とはいい得ない活動に対する支出をも許容してしま

うこととなるからである。地方自治法 100条 13項 が,政 務調査費を 「調査研究

に資するため」の 「必要な経費の一部として」と規定しているのは,市 政と支出と

の具体的な関連性が必要であることを明示する趣旨と解される。

ィ そ して,本 件条例2条が 「政務調査費は,名 古屋市会における会派……に

対して交付する」と定めていることからすれば,政 務調査費め支出を正当なものと

ふうためには,ま ず,会 派において,会 派における政務調査活動のテーマを明 らか

にした上,そ の政務調査活動と支出との具体的な関連性を立証することが必要であ

り,当該支出だけでは直ちに政務調査活動との具体的な関係を一般的に認識できな

い場合については,当 該支出と政務調査活動 との関係性を具体的に立証する責任を
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会派が負い,そ の立証ができない場合には当該政務調査費は返還しなければならな

いというべきである。

(2)参加人における政務調査活動と使途との関連性

上記のとおり,平 成 14年 度の政務調査費の支出の適法性を判断する上で,参 加

人における政務調査活動の具体的なテーマは何であつたかという点が重要となると

ころ,同 年度の参加人の副幹事長であつた藤澤忠将議員 (以下 「藤澤議員」とい

う。)は ,同 年度の政務調査活動のテー
マの記憶も同年度の政務調査活動のテーマ

を議員総会で決めたという記憶もないと証言しており,政 務調査活動のテーマも決

めないまま,政 務調査費を支出したとなると,そ の支出自体,政 務調査費の支出と

して是認される根拠はない。

また,藤 澤議員は,政 治活動と政務調査活動の違いについて,議 員としての活動

全体を政治活動とした上,「 大ざつぱに言えば」政治活動から党務と選挙活動,後

援会活動を除いたものであると認識し,参 加人の理解も同様であると証言しており,

参加人においては,党 務と選挙活動,後 援会活動を除いた議員の活動であれば,す

べて政務調査活動として政務調査費の支出をしていたということであるから,参 加

人においては,そ もそも市政と個々の支出との具体的関係は全く意識されていなか

ったものと認められる。

したがって,参加人において平成14年 度の政務調査活動のテーマについての主

張もなく,かつ,参加人が政務調査活動について市政との具体的関連性もなぃまま

政務調査費の支出を続けていたという実態があることにかんがみれば,個々の支出

について,「抽象的一般的に政務調査活動に費用を支出した」というのではな下,

その時点において参加人が政務調査活動としていた事項との具体的関連性と支出内

容を具体的に主張立証しなければならず,そ の主張立証がされない球上,支 出を政

務調査活動に対するものと認めることはできないことになる。

(3)個々の支出の違法

以下,上 記観点から個々の支出が政務調査費の使途基準に適合するか否かについ
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て検討する。

ア 議 員総会昼食代 (別表 1の①,別 表 2の 1)に ついて

藤澤議員の証言によれば,議 員総会は,会 派の政策決定や意思決定を行うもので

あるところ,会 派の政策決定や意思決定は,会 派の政治活動そのものであつて,叫

務調査活動ではないから,議 員総会に対する支出そのものが政務調査費の支出とし

ては許されない。

仮に会派の政策決定や意思決定であつても場合により政務調査費の支出として許

されるとの立場に立ったとしても,各 議員総会の昼食代の支出が政務調査費の使途

基準に従ったものであることの主張立証責任は参加人にあるところ,そ の主張平証

はされていない。

ょって,議 員総会の昼食代の支出が全体として違法となることは明らかである。

イ 執 行部会 ・政調会昼食代 (別表 1の⑤,別 表 2の 2)に ついて

藤澤議員の証言によれば,執 行部会は,会 派の意思決定,政 策決定を行うもので

あるところ,議 員総会と同様に,政 務調査活動とはいえないし,仮 に執行部会の活

動が政務調査活動の一部であるとの立場に立ったとしても,昼 食代の支出が政務調

査費の使途基準に従ったものであることの主張立証責任は参加人にあるところ,そ

の主張立証はされていないから,執 行部会の昼食代の支出は違法であるも

藤澤議員の証言によれば,政 調会は,議 会で可決する意見書の文案の作成,決 定

を行うものであるところ,こ れらは会派の政策決定の最終段階の行為であつて,政

策決定のための資料収集を目的とする政務調査活動に含まれるとはいえないし,仮

に政調会の活動が政務調査活動の一部であるとの立場に立ったとしても,昼 食代の

支払をしなければならない事情があつたことを参加入側で主張立証しなければなら

ないところ,そ の主張立証がない以上,政 調会の昼食代は政務調査費の支出として

違法である。

ウ 会 合飲食代 (市役所庁舎分)(別 表 1の◎,別 表 2の 3)に ついて

藤澤議員の証言によれば,同 会合飲食代は,請 願や陳情があつた時に庁舎内の喫
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茶店に注文したコーヒー代であり,す べての請願や陳情に対してコーヒーを出すの

ではなく,政 調会長の判断でコーヒーを注文した場合にだけ,政 務調査費からコー

ヒー代を支出するという運用をしているとのことである。

このような運用は,二 重の意味で政務調査費の支出として是認できない。まず,

請願や陳情を受け付けることは,議 員の政治活動そめものであつて,政 務調査活動

ではない。次に,政 調会長がコーヒーを注文するかどうかの基準についても,政 調

会長が 「話を聞く流れの中で 15分 , 20分 かかりそうだということに」なうた場

合にコーヒーを頼むことがあるというだけであつて,政 務調査費の支出として正当

化されるかという基準によって運用しているわけではない。また,政 調会長の判断

があるからといつて,そ のコーヒー代の支出が市政との関連性をもたらすものでも

な V 。ヽ

よって,コ ーヒー代の支出が政務調査費の支出として正当化できる理由はなく,

全体としてコーヒー代の支出は違法というほかない。

ェ 懇 談会費(5/7・14・20分)(別 表 1の◎チ別表2の 4)に ついて

藤澤議員の証言によれば,同 懇談会は,予 算編成に対する重点要望のための会議

であるとし,早 朝や夜間などで市役所が開庁時間外であつたため,「 名古屋国際ホ

テル」で会議を行い,そ の際の飲食代金を支出したとのことである。

しかし,こ の懇談会の費用として政務調査費を支出することは,二 つの観点から

いって違法である。

まず,予 算編成に対する重点要望を決定する作業は,会 派の政策決定そのもので

あって,政 務調査活動とはいえない。

次に,政 調会の昼食代同様,食 事を伴う会合に政務調査費を支出した場合には,

その食事を伴わなければならない必要性を主張立証しなければならない?と ころが,

参加人の説明は,市 役所の開庁時間外であつたためにホテルで会議を行ったとする

のみで,参加人はなぜホテルで行わなければならなかつたのか,ホテルで行つた際

になぜ懇談会費を支出しなければな らなかつたのかについて説明ができていない。
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以上の点からみれば,い ずれにしても 「名古屋国際ホテル」での懇談について政

務調査費を支出することは違法というほかない。

オ  「 自由市民」の取材費 ・印刷代 (別表 1の⑤,別 表 2の 5)に ついて

働  「自由市民」各区版への支出

藤澤議員の証言によると,「 自由市民」の各区版は参加人の所属議員が,自 己の

選挙区を対象として,自 ら編集人となって発行,配 布するものであつて,政 務調査

費から無条件に 15万 円が支出され,印 刷代等がこれを超えた場合には,超 えた金

額は編集を担当する議員が負担するという運用がされているとのことである。

しかし,各 区版の内容は編集を担当する議員の記事だけから成り立っており,結

局のところ,議 員が選挙区に対して自己の活動や所見を広報するための広報紙でし

かなく,政 務調査活動とはいい得ない。仮に 「自由市民」に政務調査活動の結果が

記載されているとしても,終 結した政務調査活動への支出は政務調査費の支出とし

て許容されるものではない。

藤澤議員は,施 策に関することが記載されていることから,意 見のフイー ドバツ

クがあることをもって,政 務調査活動の一環となっている旨の証言をするが,意 見

のフイー ドバックの有無をもって政務調査活動のメルクマールとすることはできな

い。およそ議会制民主主義においては,選 挙活動や後援会活動など,政 務調査活動

から除外される活動も皆,有 権者の意見を議会や議員にフィー ドバックさせ,政 策

に反映させることを政治的統合の手段とするものであり,有 権者の意見のフィー ド

バック機能は,政 務調査活動に固有の効果として期待されるものではないからであ

る。

そして,各 区版を見る限り,ほ ぼすべての記事が当該区を選挙区として選出され

た議員の活動の宣伝に終始しており,議 員個人の単なる政治活動と見るほかない。

仮に 「自由市民」各区版の発行を議員個人の政治活動の一環と見ないとしても,

議員個人の活動に政務調査費を支出できるのは,当 該活動が会派の政務調査活動の

一環と見ることができる場合だけであるというべきところ,平 成 14年 度の参加本
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の政務調査活動のテーマが存在したかどうかすら明らかでない以上,結 局のところ,

これを参加人の政務調査活動への支出として正当なものと認めることはできない。

竹)「 自由市民」全区版への支出

「自由市民」全区版についても,議 員個人の選挙活動の色彩はないものの,参 加

人の選挙対策の広報であつて, これに対する支出は政務調査費の使途基準に適合し

たものとして是認することはできない。全区版についても有権者からの意見のフィ

ー ドバックを求めるねらいがあつたとしても,そ のような機能は政治活動全般に共

通するものであつて,政 務調査活動に固有のものではない。したがつて,全 区版ヘ

の政務調査費の支出を正当化するためには,参 加人において具体的にどのような政

務調査活動を行い,どのような意見を調査するために 「自由市民」を利用したかそ

明らかにする必要があるところ,参 加人はこの点について一切明らかにしていない。

ょって,「 自由市民」全区版への支出も全体として違法であることは明らかであ

る。

力 予 算要望書印刷費 (lll表1の①,別 表 2の 6)に ついて

予算要望を行うことは,会 派の政治活動そのものであり,政 務調査活動ではない。

政務調査活動とは予算要望の基礎となる様々な事実を調査することであつて,予 算

要望書の作成時点では政務調査活動が完了しているからである。

藤澤議員は,予 算要望書を市民とか団体とかに配布するから,「 自由市民」同様,

フィー ドバックが期待できると証言するが,そ のような機能はあらゆる広報,政 治

活動において期待されており,政 務調査活動であることを基礎付ける事情とはなら

ないことは 「自由市民」について述べたところと同様である。

に)結 論

以上検討したとおり,参 加人の政務調査費の使途は,政 務調査活動とはいえない

ものに対する支出か,政務調査活動との関連性が全く主張立証されていなぃも‐の
ヘ

の支出でしかない。これは,そもそも参加人における政務調査費の使途基準が極め

てあいまいかつ広範なことに原因するのであり,参 加人のルーズな政務調査費の運
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用が法的に誤りであることを示すものにほかならない。

よって,別 表 1の 「本件請求」欄記載の①～①の政務調査費 511万 501 3円

の支出はすべて違法であり,参 加人は,名 古屋市に同政務調査費の全額を返還する

義務を負う。

(被告及び参加人の主張)

(1 )議員総会昼食代 (別表 1の①,別 表 2の 1)に ついて

議員総会は,市 役所庁舎内会派控室におふて開かれる会議で,所 属議員は会議を

通じて,自 ら担当する調査研究の課題のほか,所 属委員会以外の委員会の所轄事項

や居住区だけでは得られない他区の情報等について,意 見交換 ・情報交換をするた

めの重要な会議であり,政 務調査活動そのもの又はそれに資する会議である。そし

て,昼 食を伴わない議員総会も開催されているが,昼 食を伴う議員総会は,お ゃむ

ね月 1回 程度の頻度で行われ,  1人 当た りの昼食代は 1 5 0 0～ 2 0 0 0円 程度で

あった。なお,多くの所属議員のスケジユールを調整し,多数の出席を確保するた

めには,昼 食時に行 うことも相当である。

上記のとお り,議 員総会は,政 務調査活動の実体のある会議であり,か つ,そ の

支出金額も社会通念上必要かつ相当な範囲である。

( 2 )執行部会 ・政調会昼食代 (別表 1の⑤,別 表 2の 2)に ついて

ア 執 行部会は,正 副団長,正 副幹事長,正 副政調会長の計6人で構成され,

市政に関する参加人の意見集約と意思決定や議員総会の議題の作成 ・決定,整 理等

を行うものである。政調会は,上 記の6人 に,参 加人の所属議員で名古屋市議会の

常任委員会の正副委員長を務めている議員を加えた構成員から成り,本 会議で議決

する意見書等の文案の作成 ・決定を行うものである。

議員総会の議題の作成 ・決定等や本会議で議決する意見書等の文案の作成 ・決定

は,そ の前提として,市 政に関する課題の把握,情 報の収集,そ の整理等の作業が

必要であり,か つ,各 会議でそれらの議論がされる。政務調査活動は厳密な意味で

の 「調査」に限定して解釈されるべきではなく,市 政に関する政策を取りまとめ,
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集約して作り上げていく作業も,会 派の政務調査活動の最たるものというべきであ

るから,執 行部会及び政調会は,政 務調査活動といえるのである。

イ 執 行部会及び政調会は,い ずれも昼食を伴わないで開かれることもあるが,

昼食を伴う場合で (これは構成員のスケジユールを調整して,そ の出席を確保する

ためである。);か つ,団 長又は幹事長が,当 該会議は政務調査活動の実体がある

と判断した場合には,昼 食代を政務調査費から支出することがあつた。これが別表

2の 2の執行部会 ・政調会昼食代である。

平成 14年 度において昼食代を政務調査費から支出した執行部会及び政調会は各

1回であり,そ の支出額は, 1人 当たりの単価が 1500円 程度である。

ウ 以 上により,執 行部会及び政調会も,政 務調査活動の実体のある会議であ

り,か つ)支 出金額も社会通念上必要かつ相当な範囲である。

(3)会合飲食代 (市役所庁舎分)(別 表 1の◎,別 表 2の 3)に ついて

平成 14年 度において,陳 情者等の来客用に提供した会合飲食代として合計 5万

0345円 を政務調査費から支出したが,名 古屋市監査委員による監査の結果,同

額のうち市庁舎外から取り寄せた食事代合計 2万 0725円 は目的外支出と判断さ

れたため,参 加人は同額を名古屋市へ返還した。会合飲食代 (市役所庁舎分)の2万

9620円 は,そ の余の部分,す なわち,市 庁舎内の食堂から取り寄せた飲物代で

あり, 1か月当たりの金額は2000円 程度である。

参加人においては,政 調会長を含む所属議員で陳情者の対応をしているのである

が,政 調会長は,話 を聞いてその要望や意見が市政に関するものであると判断をし

た場合に,コ ーヒー等の飲物を注文している。

参加人が会派として陳情者等から市政に関する要望や意見を聴くことは,広聴活

動であり,政策策定のための調査としての性格を有する。

市政に関する市民の意見 を聴取する重要な
ょって,上 記会合ないし聞き取 りは,

政務調査活動であり,ま た,そ のための飲物代である 1か 月当た り2009「 l程度

の支出は社会通念上必要かつ相当な範囲である。



他)懇 談会費 (5/7・14・20分)(別 表 1の◎,別 表2の 4)に ついて

これは,平 成 14年 5月 7日 , 14日 , 20日 の3日間において市内本テルの会

議室を借りて行った会議の費用である。会議の内容は 「平成 15年 度予算編成に対

する重点要望」 (丙3の 1)作 成のための検討,準 備の会議である。 「平成 15年

度予算編成に対する重点要望」は,後 記のとおり,名 古屋市の次年度予算編成に向

けて,会 派としての重点となる政策提言を早期に提出し,そ れを予算編成に反映し

てもらうことを目的とした冊子である。

このような冊子を作成するための準備は,市 政についての情報を市民から広く収

集し,こ れを協議,検 討して具体的な政策として練り上げる作業であり,当 然なが

ら政務調査活動といえる。また,ホ テルの会議室で行つたのは,こ の会議について

は出席者の日程調整の結果,早 朝又は夜問という市役所の開庁時間外に行う必要が

あったからである。

以上により,上 記会議は政務調査活動の実体のある会議である。そして,支 出額

も1回当たり4万 円程度であるところ,,これは会議室の使用料にコーヒー等の飲物

代を加えたものであつて,社 会通念上必要かつ相当な範囲である。

(5)「自由市民」め取材費 ・印刷代 (別表 1の⑤,別 表2の 5)に ついて

ア 「自由市民」は,参 加本が発行し,市 民に対して市政の報告をする広報紙

であり,原則として毎月8日, 18日 , 28日 の3回発行している。

「自由市民」には全区版と各区版があり,全 区版は主に市政全般についての問題

点の指摘,市 政の報告等 を掲載 している。各区版は,主 に各区における市政の問題

点の指摘,並 びに議員が各区において どのような施策 を実行 したか,ま た,実 行 し

ょうとしているか ということを報告するものである。

参加人は,平 成 14年 度において,全 区版を35号 ,各 区版を15号 発行した。

「自由市民」は,市 の様々な施策を報告するという目的のほか,そ れを読んだ市

民から意見のフィードバックを受け,こ れを会派として政策策定の過程で参考とし

ていくのに役立てている。
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このような意味で,「 自由市民」の発行費用は,1政務調査活動の費用として正当

な支出といえる。

イ こ の点,原 告らは,「 自由市民」の発行費用について,① 発行目的が議員

が自己への支持を求めることにあるから,こ の支出は会派の政治活動への支出であ

る,② 政務調査活動の結果が記されており,終 結した政務調査活動への支出であり

違法であると主張する。

①については,確 かに,各 区版については後援会等に関する記事や告知が掲載さ

れている。しかし,そ れは紙面全体の一部にすぎず,主 な内容は区内における市政

の報告であるから,それをもって不当な支出とはいえない。さらに,各区版の発行

費用は実際には1号当たり15万 円を超えるものであるところ,政務調査費から充

てられる費用は15万 円を上限としており,この点からも紙面の一部において後援

会等に関する記事があるからといつて,その支出が違法となるものではない。

② については,政 策実施の結果を報告することも市良に対する情報提供の重要な

事項であつて,政 務調査活動 といえるのである。また,前 記のとお り政策を策定す

る上において,議 員又は会派が,様 々な場面で市民の意見 を取 り入れることが重要

であり,また,その前提として市民にその判断材料となる情報を提供することも必

要となる。そして,判 断材料の中にこれまでに実施した政策の具体的情報も当然な―

がら含まれるのである。例えば,「 自由市民」 938号 (丙1の 18)「 子育てを

積極的に支援」との記事中3～ 4段 目の部分で,現 行制度の説明として 「1歳児か

ら4歳 児までは,所 得制限が設けられており,年 間所得が 686万 円以内なら無料

となつている。」と報告したところ,読 後の市民から,「 所得制限があつては真の

子育て支援にならない。」との声が寄せられ,参 加人においてこれを踏まえて政策

の策定,提 言をし,そ の後この所得制限は撤廃された。

ウ 以 上により,「 自由市民」の発行は調査研究のため必要有益な活動であり,

そのために政務調査費を支出することは適法である。

(6)予算要望書印刷費 (別表 1の⑤,別 表 2の 6)に ついて
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ア 予 算要望書印刷費用 (12万 6000円 )の 支出について

「平成 15年 度予算編成に対する要望」 (丙3の 2)の 印刷費として,参 加人は

12万 6000円 を支出した。同様の冊子は,毎 年,被 告及び名古屋市の各部局に

対して,会 派の政策提言として,市 の予算編成作業において会派の施策を反映して

もらうため作成発行している。また,同 時に市民や各種団体へも配布している。

このような冊子を取りまとめる過程において,参 加人は,市 政に関する課題や各

区の市民の意見を所属議員を通じて集約し,そ れを個々のテーマについて更に調査

研究し,検 討審議して実際の政策提言として具体化し,そ れを一つの冊子として亭

料化する。このような作業は全体←して政務調査活動といえる。

加えて,完 成後においても,こ の冊子は市民への情報提供の重要な媒体として機

能し,配 布を受けた市民から意見のフイー ドバックを受けて,従 前の政策を修正し

たり,新 たな政策を策定する材料として役に立てているのである。また,参 加人が

政策策定を行うについて,過 去の政策提言を参照することは日常本飯事であつて,

将来の政策策定のための有効な資料となる。

以上により,上 記冊子作成のための印刷費は政務調査費 として通法な支半といえ

る。

イ 予 算重点要望書印刷費用 (4万 26oo円 )の 支出について

「平成15年 度予算編成に対する重点要望」 (丙3の 1)の 印刷費として,参加

人は,4万 2000円 を支出した。

平成 14年 度において,参 加人は,特 に重要な政策について早期に提言を行う必

要があると判断し,前 記予算要望書の作成以前に,重 点要望書を作成した。これも,

例年発行する予算要望書と同様,そ の作成過程において施策の調査研究がされてお

り,ま た,市 民へ情報提供をするととやに,市 民からの意見のフイー ドがツクを受

ける重要な冊子であつて,そ の印刷費の支出は,政 務調査費として適法な支出であ

る。

第 3 争 点に対する判断       ｀
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1  地 方自治法 100条 13項 は,「 普通地方公共団体は,条 例の定めるところ

により,そ の議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,そ の議

会における会派又は議員に対し,政 務調査費を交付することができる。この場合に

おいて,当 該政務調査費の交付の対象,額 及び交付の方法は,条 例で定めなければ

ならない。」と定め,同 条 14項 は,「 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は

議員は,条 例の定めるところにより,当 該政務調査費に係る収入及び支出9報 告書

を議長に提出するものとする。」と定めている。これらの規定による政務調査費の

制度は,地 方議会の活性化を図るため,議 員の調査研究活動の基盤を充実させてそ

の審議能力を強化するため,議 会における会派又は議員に対する調査研究の費用等

の助成を制度化し,併 せてその使途の透明性を確保しようとしたものと解される。

これを受けて制定された本件条例は,「 政務調査費は,議 長が定める使途基準に

従って使用するものとし,市 政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のも

のに充ててはならない。」と定め (4条 ),本 件規程 2条 ,別 表は,政 務調査費の

使途基準として,調 査費,研 修費,会 議費)資 料作成費,資 料購入費,広 報費,事

務費,人 件費の各項目を定めているところ, これらの各費目は,本 件条711 4条にい

う 「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」の典型的な費目を明示したも

のと認められる。

そして,本 件条例 4条 にいう 「市政に関する調査研究に資するため必要な経費均―

とは,そ の文言上,市 政に関する調査研究に直接用いられる費用に限られるものと

いうことはできず,上 記政務調査費の制度趣旨にもかんがみると,緯 員の調査研究

活動の基盤を充実させその審議能力を強化することにより地方議会の活性化を図る

という観点から見て,調 査研究活動に付随する費用等市政に関する調査研究を行う

ために必要 となる費用 も含 まれるものというべ
)で

あるが,議 員の 日常生活上当

に必            に ついては,そ れが市政に関する調査研究を行う際

に支出した費用であつても,公 金をもって充てるべき実質を欠くものは,当 然には

政務調査費と認めることはできないものというべきである。

15



なお,原 告らは,政 務調査費の支出が正当なものというためには,会 派において,

会派における政務調査活動のテーマを明らかにした上,そ の政務調査活動と支出と

の具体的な関連性を立証することが必要である旨主張するが,当 該費用の用途,日

的等に照らし,議 員が市政に関する調査研究を行うために必要となる費用と認めら

れる場合には,必 ずしも
篤

該調査研究のテーマが具体的に
平

証される必要はなら舟

のというべきである。

以下,上 記観点から検討する。

2 議 員総会昼食代 (別表 1の①,別 表 2の 1)に ついて

(1)証拠 (甲2,丙 4,証 人藤澤忠将)及 び弁論の全趣旨によれば,議 員総会は,

参加人の団長が招集し,参 加人の所属議員全員が出席する会議 (国会議)で あり,

通常市役所庁舎内の議員控室において開かれること,議 員総会においては,所 属議

員が協議をして参加人の政策決定,意 思決定をすること,所 属議員は,議 員総会に

おける意見交換 ・情報交換を通じて,自 己の所属する委員会以外の委員会の所轄事

項や自己の居住区以外の情報等を把握することができること,議 員総会は,昼 食を

伴わない場合もあるが,お おむね月 1回程度の頻度で昼食を伴つて行われ,そ の昼

食代は 1人当たり150 0～ 20 0 0円 程度であり,平 成 14年 度において合計5

4万 230 0円 を支出したことが認められる。

(2)会派の所属議員が協議をしてその政策決定や意思決定をする際には,所 属議

員が行った調査研究の結果が反映される上,そ の政策決定や意思決定が今後の調査

研究の指針ともなるものと考えられ,議 員の審議能力を強化することにより地方議

会の活性化を図るという政務調査費の趣旨にも適合するものであるから,そ うした

議員総会における協議は,政 務調査活動ということができる。

しかしながら,会 派の所属議員が集まって昼食を伴う会議をした場合,そ の開催

が昼食時でなければならない事情があり,そ の金額が社会通念上相当な範囲内であ

ったとしても,各 所属議員の昼食代は,そ の日常生活上当然に必要となる昼食代と

何ら性質を異にするものではなく,公 金々もって充てるべき実質を欠き》政務調査
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活動に付随する費用として公的性質を帯びるものともいえない。

したがって,議 員総会昼食代 (54万 230 0円 )は ,政 務調査費の使途基準に

適合するものとは認められない。

3 執 行部会 ・政調会昼食代 (別表 1の⑤,別 表 2の 2)に ついて

( 1 )証拠 (甲2,丙 4,証 人藤澤忠将)及 び弁論め全趣旨によれば,執 行部会は,

団長,幹 事長,政 調会長,副 団長,副 幹事長,副 政調会長の計6人で構成され,市

政に関する参加人の意見集約,意 思決定や,議 員総会の議題の作成,決 定,整 理等

を行うものであること,政 調会は,上 記の6人に,参 加人の所属議員で名古昼市議

会の常任委員会の正副委員長を務めている議員を加えた構成員から成り,本 会議で

議決する意見書等の文案の作成,決 定等を行うものであること,執 行部会及び政調

会は,い ずれも昼食を伴わないで開かれることもあるが,昼 食を伴う場合もあり,

平成 14年 度においてこの昼食費として合計2万 9925円 を支出したことが認め

られる。

(2)執行部会や政調会が上記のような事項を協議するものであることからすると,

執行部会や政調会において,所 属議員が行つた調査研究活動の結果が反映される上,

その協議結果は今後の調査研究活動の指針ともなるものと考えられ,議 員の審議能

力を強化することにより地方議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨にも適合

するものであるから,そ うした執行部会や政調会における協議は,政 務調査活動と

いうことができる。

しかしながら,上 記 2(2)で述べたとおり,会 派の執行部会や政調会の構成員が

集まって昼食を伴う会議をした場合,そ の開催が昼食時でなければならない事情が

あり,そ の金額が社会通念上相当な範囲内であつたとしても,各 出席者の昼食代は,

その日常生活上当然に必要となる昼食代と何ら性質を異にするものではなく,公 金

をもって充てるべき実質を欠き,政 務調査活動に付随する費用として公的性質を帯

びるものともいえない。

したがって,執行部会 ・政調会昼食代X2万 992
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基準に適合するものとは認められない。

4 会 合飲食代 (市役所庁舎分)(別 表 1の◎,別 表 2の 3)に ついて

(1)証拠 (甲1, 2 ,丙 4;証 人藤澤忠将)及 び弁論の全趣旨によれば,参 加入

は,平 成 14年 度において,陳 情者等の来客用に提供した会合飲食代として合計 5

万 034 5円 を政務調査費から支出したが,名 古屋市監査委員による監査の結果,

同額のうち市庁舎外から取り寄せた飲食物の代金合計 2万 072 5円 は目的外支出

と判断されたため,参 加人は同額を名古屋市へ返還したこと,会 合飲食代 (市役所

庁舎分)の2万 962 0円 は,市 庁舎内の3階食堂及び 「さぬき路」から取り寄せ

た飲食物の代金であること,参 加人においては,主 に政調会長が陳情者の対応をし

ており,政 調会長が話を聞いた結果,そ の要望や意見が市政に関するものであると

判断をした場合に,コ ーヒー等の飲食物を注文しており,議 員個人への来客に対す

る飲食代は政務調査費から支出していないことが認められる。

(2 )て観 R又は議員が陳情者等から市政に関する要望,意 見を聴取するこ
ジ
は,市

議会において市民の意思を適正に反映させるための一手段であり,議 員の審議能力

を強化することにより地方議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨にも合致す

るものであるから,政 務調査活動というべきであるところ,そ の際,陳 情者等に対

しコーヒー等の飲食物を提供し, 1月当たり200 0円 程度の支出をすることも,

市政に関する調査研究に資するため必要な費用と認めるのが相当である。

したがって,会 合飲食代 (市役所庁舎分)(2万 962 0円 )は ,政 務調査費の使

途基準に適合するものと認められる。

5 懇 談会費 (5/ 7・14・20分)(別 表 1の⑤,別 表 2の 4)に ついて

( 1 )証拠 (甲2)丙 3の 1 ,丙 4 ,証 人藤澤忠将)及 び弁論の全趣音によれば,

参加人は,平 成 14年 5月 7日 , 1 4日 ,  2 0日 の 3日 間,「 平成 15年 度予算編

成に対する重点要望」 (丙3の 1)作 成のための検討,準 備のために会議を開催 し

た こと,市 役所庁舎内にはその開庁時間内であれば自由に使用できる会議室がある

が,上 記の 3日 間は,出 席者の 日程調整の結果,早 朝又は夜間という市役所の開庁
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時間外に行う必要があつたため,「 名古屋国際ホテル」の会議室を借りたこと,参

加人は会議室の使用料及びコーヒー等の飲物代として合計 13万 7168円 を支出

したことが認められる。

(2)上 記会議は,「 平成 15年 度予算編成に対する重点要望」を作成するための

ものというのであるから,議 員の審議能力を強化することにより地方議会の活性化

を図るという政務調査費の趣旨に適合する政務調査活動に当たるというべきであり,

上記懇談会費 (13万 7168円 )は ,そ の会議を開くために必要な費用であつて,

政務調査費の使途基準に適合するものと認められる。

なお,上 記懇談会費には会議室の使用料のほか出席した議員のためのコーヒー等

の飲物代が含まれており,同 飲物代が政務調査活動に必要な費用に当たるとは直ち

に認められないものの,藤 澤議員の陳述書 (丙4)に よれば,会 議室の使用料は 1

回当たり2万 5000円 ～4万 5000円 程度で,上 記懇談会費 13万 7168円

の大半は会議室の使用料であることが認められる上,本 件各証拠上コ‐ヒー等の飲

物代の金額を特定することはできないから,垣 飲物代に係る参加人の不当利得の存

在及び額を認定することはできなし
め

6 「 自由市民」の取材費 ・印刷代 (別表 1の ⑤,別 表 2の 5)に ついて

(1)証 拠 (甲2,丙 1の 1～ 20,丙 2の 1～ 13,丙 4,証 人藤澤忠将)及 び

弁論の全趣旨によれば,次 の事実が認められる。

ア 参 加人は,原 則として毎月8日 , 18日 , 28日 の 3回 ,機 関紙 「自由市

民」を発行しており,「 自由市民」には,全 区版と各区版との2種 類がある。

イ 全 区版は,主 に市政全般の話題を取り上げて,市 民に広報するものであり,

参加人は,平 成 14年 度において 21回 発行し, 1回 当たり数百部を印刷した上,

各議員が必要部数をコピーするなどレて,郵 送 ・宅配委託,街 頭,市 政報告会等で

配布した。

参加人は,全 区版の取材活動,編 集,印 刷を一括して外部の業者!こ委託しており,

その費用は, 1月当たり1回発行する場合は15万 8000円 (別表2の5の④,
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②), 2回 発行する場合は 16万 6000円 (同①,① ,① ,① ,② ), 3回 発行

する場合は 1ヤ 万4000円 (同②,③ ,② )で あり,合 計 166万 8000円 を

支出した。

全区版の具体的内容は,平 成 14年 度の一般会計予算の説明等 (910号 ),名

古屋市の農業施設の説明等 (911号 ),市 立病院整備基本計画案の説明等 (91

2号 ),低 所得者向け介護保険料の軽減策等 (913号 ),コ ミュニテイ道路の整

備状況等 (914号 ),財 政健全化に向けて市民の理解と協力が不可欠であること

の説明等 (915号 ),男 女平等参画推進などや条例の説明等 (918号 ),参 加

人の掲げる政策及びその実現に向けた取組み等 (920号 ),学 校教育におけるボ

ランテイア活動導入の説明等 (921号 ),介 護保険制度利用の住宅改修費支給の

説明等 (922号 ),大 都市における犯罪増加の説明等 (923号 ),下 水道 ・雨

水対策事業の説明等 (924号 ),名 古屋市交通局の実情及び今後の課題等 (92

6号 ),小 泉内閣の発足及びその政策の説明等 (927号 ),名 古屋市中区栄に新

たにオープンした 「オアシス 21」 の説明等 (928号 ),戸 田川緑地における

「などや西の森」づくりの説明等 (929号 ),東 海地震の地震防災対策等 (93

0号 ),乳 幼児の医療費助成拡大の説明等 (938号 ),東 南海 ・南海地震の被害

想定等 (939号 ),公 共工事における建設業者の不正対策等 (941号 )で ある

(なお,平 成 14年 度発行分のうち 1号 は証拠として提出されていない。)。

ウ 各 区版は,各 区から選出された議員がその発行を担当し,各 区における市

政の問題点の指摘や,議 員が各区においてどのような施策を実行しあるいは実行し

ょぅとしているかなどについて報告するものであり,配 布対象地域は,当 該区内に

限定されている。

参加人は,各 区版を,別 表 2の 5の③,⑤ ～⑦,① ,② ～④,② ,② の 17回

(③,⑫ は2回 分)発 行し,そ の費用として合計 254万 円を支出した (別表 2の

5に議員名が記載されていないものにつき,①は藤澤議員分,①及び②は岡本議員

分である。)。 各区版の発行費用はおおむね 1号当たり15万 円を超えるが,参 加

20-



人においては,政 務調査費から支出する費用は15万 円を上限としており,そ の余

の費用は,発 送費用を含め,当 該各区版の発行を担当した議員が負担することとし

ている (なお,別 表 2の 5の⑦においては1号当たりの支出額は14万 円である。

また,本 件においてす各区版の実際の発行 ・配布費用や各議員が負担した金額は,

明らかにされていない。)。

各区版の具体的内容は,各 議員の平成 14年 度の活動方針や,こ れまでの活動状

況の報告のほか,議 員の後援会旅行 ・激励会の案内等 (915号 《堀場議員分》,

916号 《藤澤議員分,別 紙①参照》, 916号 《ふじた議員分》, 917号 《い

なもと議員分,別 紙②参照》, 919号 《浅井議員分》, 933号 《藤澤議員分》,

944号 《桜井議員分》),議 員のプロフイール (916号 《藤澤議員分》, 91

7号 《渡辺議員分》, 925号 《村松議員分》, 936号 《岡本議員分》)な どが

掲載されており,中 には,議 員自身の写真を大きく掲載したものや (917号 《い

なもと議員分》, 943号 《岡本議員分》),議 員の活動状況を写した写真を掲載

したもの (916号 《藤澤議員分》, 916号 《ふじた議員分》, 917号 《渡辺

議員分》),引 退する議員の後継者である長男を紹介したもの (987号 《工藤議

員分》,別 紙③参照)な どもある。

(2)本件規程の別表は,広 報費として 「調査研究活動,議 会活動及び市政に関す

る政策等の広報活動に要する経費 (広報紙 ・報告書等印刷費,会 場費,送 料,交 通

費等)」 と定めているところ,市 民の意見を収集,把 握することは議員の調査研究

の一つとして重要であり,調 査研究活動,議 会活動及び市政に関する政策等を市民

に知らせることは,市 政に対する市民の意思を的確に収集,把 握するための前提と

して意義を有するものということができるから,と うし之懲
報

?た
めに支出した費

用も,市 政に関する調査研究に資するため必要な費用として,政 務調査費の便途基

洋 に適合するものと解され少

「自由市民」の全区版は,上 記のとおり,調 査研究活動,議 会活動及び市政に関

する政策等を市民に知らせるものとなっており,全 区版の取材,編 集,印 刷等に関
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して支出した費用 166万 8000円 は,い ずれも政務調査費の使途基準に適合す

るものと認められる。

上方,「 自由市民」の各区版は,上 記のとおり,各 議員の平成 14年 度の活動方

針や,こ れまでの活動状況の報告等,w政 に対する市民の意思を的確に収集,把 握

するための前提となる情報提供という趣旨に適合するものと認められる記載部分も

あれば,議 員の後援会旅行 ・激励会の案内等,議 員のプロフイールすBI退する議員

の後継者の紹介,議 員自身の拡大写真やその活動状況を写した写真等を掲載した部

分もあり,後 者の記載部分は,議 員自身をPRす るものであり,自 己の後援会活動

又は選挙活動の一環と認められるものであつて,こ れが直ちに議員の審議能力を強

化することにより地方議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨に適合するもの

ということはできない。

(区
版の上記政務調査費の趣旨に適合するといえない部分の割合等にかんがみる

と, 1 5万 円を超える費用を議員が負担していることを考慮しても,各 区版の発行

のために政務調査費から支出した2 5 4 万円のうちその約3 分の1 に当たる8 5 ゥ

円は,政 務調査費の使途基準に適合 しな い支出と認めるのが相当である。

7 予 算要望書印刷費 (別表 1の ①,別 表 2の 6)に ついて

(1 )証拠 (甲2,丙 3の 1・ 2,丙 4 ,証 人藤澤忠将)及 び弁論の趣旨によれば,

参加人は,平 成 15年 度予算編成に当た りその重点要望事項 (2 3項 目)を 取 りま

とめた 「平成 15年 度予算編成に対する重点要望」 と題する平成 14年 7月 17日

付け冊子を250部 作成し, これを被告た直接手渡すとともに,市民や各種団体に

も配布したこと,参加人は,上記の重点要望事項に引き続き,更に重要施策を含め

た具体的な要望事項を取りまとめた 「平成15年 度予算編成に対する要望」と題す

財政局を始め名古屋市の球部。事務職員及
る冊子を300部 作成し,こ れを助役,

び市民に配布したこと,参 加人は,「 平成 15年 度予算編成に対する重点要望」の

印刷費用として平成 14年 7月 18日 に4万 200 0円 を,「 平成 15年 度予算編

成に対する要望」の印吊1費用として同年 11月 13日 に 12万 600 0円 を支出し
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たことが認められる。

(2)上記各冊子の内容は,平 成 15年 度予算編成に向けた参加人の要望事項をま

とめ,こ れを被告,名 古屋市職員,市 民等に知らせるものであつて,こ れらの者に

対し参加人の要望事項を明らかにするとともに,こ れらの者からの意思を的確に収

集,把 握するための前提となる情報提供という側面を有するものと認められ,議 員

の審議能力を強化することにより地方議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨

に適合するものと認められる。

したがって,予 算要望書印刷費 (16万 8000円 )は ,政 務調査費の使途基準

に適合するものと認められる。

8 以 上によれば,上 記 2の議員総会昼食代 54万 2300円 ,上 記 3の執行部

会 ・政調会昼食代 2万 9925円 ,上 記 6の 「自由市民」の取材費 ・印刷代のうち

85万 円の合計 142万 2225円 については,政 務調査費の使途基準に適合した

ものとは認められないから,参 加人はこれを不当に利得しており名古屋市に返還す

る義務を負うものと認められる。

なお,不 当利得返還債務は,期 限の定めのない債務であつて,履 行の請求を受け

たときから遅滞の責任を負うものであるところ,被 告が参加人に対し同不当利得金

を請求したことを認めることはできないから,こ れにつき遅延損害金の発生を認め

ることはできない。

そして,地 方公共団体の長は,債 権について,政 令の定めるところにより,そ の

督促,強 制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならず

(地方自治法 240条 2項 ),原 則として,債 権を行使するか否かについての裁量

の余地はないのであるから (最高裁平成 12年 (行ヒ)第246号 同 16年 4月 23

日第二小法延判決 ・民集 58巻 4号 892頁 参照),地 方自治法施行令 (昭和 22

年政令第 16号 )171条 から171条 の7ま でに係る徴収停止事由等がないにも

かかわらず相当期間その債権を行使しない場合には,そ れを正当化する特段の事情

がない限り財産の管理を怠るものとして違法というべきである。本件では,前 記の

，

一

一

卜

ヽ

一

・
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ように,参 加人には平成 14年 度分として支給された政務調査費に142万 222

5円の残余があると認められ,被 告は,前 記前提事実 (2)アのとおりす平成 15年

5月 29日 ,名 古屋市議会議長から収支報告書の写しを送付されたにもかかわらず,

参加人に対する不当利得返還請求権を行使しておらず,債 権の不行使を正当化する

特段の事情があるものとも認められない。

よって,本 件請求は,被 告に対し, 142万 2225円 の返還を参加人に対して

請求することを求める限度で理由があるから認容し,そ の余は理由がないから棄却

することとして,主 文のとおり判決する。

名古屋地方裁判所民事第 9部

裁判長裁判官   松   並   重   雄

裁半J 官前 田 郁 勝

裁半J 官廣 瀬 達 人
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(別紙)

名古屋市】

当 事 者 目 録

名古屋市

生
口

生
ロ

名古屋市;

名古屋市

名古屋市

原         告

上記5名訴訟代理人弁護士

名古屋市中区三の丸 3丁 目1番 1号

被         告

同訴 訟代 理 人弁護士

名古屋市中区三の丸3丁 目1番 1号

久 問

浦

田

海

竹

宮

鳥

野

井

島

名 古 屋 市 長

松  原   武

林

生
ロ

と
田

原

原

原

原

佐

杉

滝

新

佐

問

濱

西

平

小

信
　
英
　
誠

司

樹

一

聡

紀

香

周

雄

和

史

靖

静

将

昭

宏

智

久

　

肇
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同 補 助 参 加 入

同 代 表 者 団 長

同訴訟代 理 人弁護 士

自由民主党名古屋市会議員団

渡   辺    義    郎

齋   藤

鶴   見

水   野

木   村

勉

秀   夫

泰   二

俊   昭
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(別紙) 関 連 法 令 等

(1)地方自治法 (平成 20年 法律第 69号 による改正前のもの)

10 0条 13項  普 通地方公共団体は,条 例の定めるところにより,そ の議会の

議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,そ の議会における会派又は

議員に対し,政 務調査費を交付することができる。この場合において,当 該政務調

査費の交付の対象,額 及び交付の方法は,条 例で定めなければならない。

14項  前 項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条 例の定めるとこ

ろにより,当 該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとす

る。

( 2 )名古屋市会政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年 名古屋市条例第 1号 。

ただ し,平 成 20年 名古屋市条例第 1号 による改正前のもの)

3条 1項 政 務調査費は,月 額 550, 000円 に当該会派の所属議員の数を乗

じて得た額を会派に対し交付する。

4条  政 務調査費は,議 長が定める使途基準に従って使用するものとし,市 政に

関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

5条 1項 政 務調査費の交付を受けた会派の代表者は,政 務調査費に係る収入及

び支出の報告書 (以下 「収支報告書」という。)を,別 記様式により議長に提出しな

ければならない。

2項  収 支報告書は,前 年度の交付に係る政務調査費について,毎 年4月 30

日までに提出しなければならない。

6条  議 長は,政 務調査費の適正な運用を期すため,前 条の規定により収支報告

書が提出されたときは,必 要に応じ調査を行うことができる。
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7条 市 長は,政 務調査費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた

政務調査費の総額から,当 該会派がその年度において市政に関する調査研究に資す

るため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合,当 該残余の額に

相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。

8条1項 議長は,第 5条第1項?規定により提出された収支報告書を,提出期

限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2項 何人も,議長に対し,前項?収支報告書の開覧を請求することができる。

9条 この条例に定めるもののほか,政務調査費の交付に関し必要な事項は,規

則で定める。

(3)名古屋市会政務調査費の使途基準及び収支報告書等の開覧に関する規程 (平

成 13年 名古屋市会達第 1号)

2条  条 例第 4条 に規定する政務調査費の使途基準は,別 表に掲げる項目ごとに

械ね右欄に掲げるとおりとする。
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【
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４

別 表

本市の事務及び地方行財政に関する調査研究活動並びに調査委託に

要する経費

(調査委託費,交 通費,宿 泊費等)

調 査  費

調査研究活動のために行う研修会 ・講演会の実施に必要な経費並び

に他団体が開催する研修会|。講演会等への所属議員及び会派の雇用

する職員の参加に要する経費

(会場費・機材借り上げ費,講 師謝金)会 費,交 通費,宿 泊費等)

研 修  費

調査研究活動のために行う各種会議に要する経費

(会場費 ・機材借り上げ費す資料印刷費等)

調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

(印刷 ・製本代,原 稿料等)

資料作成費

調査研究活動のために必要な図書 ・資料等の購入に要する経費

(書籍購入代,新 聞雑誌購読料等)

資料購入費

調査研究活動,議 会活動及び市政に関する政策等の広報活動に要す

る経費

(広報紙 ・報告書等印刷費,会 場費,送 料,交 通費等)

広 報  費

調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費

(事務用品・備品購入費,通 信費等)

調査研究活動を補助する職員 (臨時職員を含む。)を 雇用する経費

(給料,手 当,社 会保険料,賃 金等)

29-
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(丹llヲ受1)

費   目 監査請求

(円)

返還措置勧告

(円)

本件請求

(円)

使途不明金 4,447,780 4,447,780

飲食費等

議員総会昼食代 542,300 542,300 ①

本会議 ・常任委員会昼食代 1,895,625 1 , 8 9 5 , 6 2 5

執行部会 ・政調会昼食代 29,925 29,925 ⑤

会合飲食代 (市役所庁舎分) 29,620 29,620 ◎

会合飲食代 (その他) 20,725 20,725

執行部懇親会費 52, 275 52,275

小  計 2,570,470 1 , 9 6 8 , 6 2 5 601,845

懇談会費

懇談会費 14/23分) 167,590 167,590

懇談会費 (5/7・14・20分)
７
‘

９
０

９
０

食
Ｕ

７
１

９
０

０
０

食
Ｕ ◎

議員総会兼懇談会費 297,890 297,890

/j、 計 602,648 465,480
７
１

９
０

０
０

食
Ｕ

自由市民の取材費 ・印刷代 4,208,000 4,208,000 ⑤

予算要望書印刷費 168,000 168,000 ①

名刺代 42,000 42,000

合  計 1 2 1 0 3 8 , 8 9 8 6,923,885
質

Ｊ

９
０

ｎ
ｕ
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議員総会昼食代 (別表

金額 (円)

37,1800
4 / 2 5議員総会昼食代H14. 4.26

49,200
5/9議員総会昼食代 ぐ205o円×24個)

37,800
5/26議員総会昼食代 (1575円×24個)

37,800
6 / 1 7議員総会昼食代 (1575円※24個)

47, 150
9/2議員総会昼食代 (2050円×23個)

34,650
9/18議員総会昼食代 (1575円×22個)

49,200
11/1議員総会昼食代 (2050円×24個)

50,400
12/18議員総会昼食代 (2109円X24個 )

49;200
1 / 3 0議員総会昼食代 (2050円×24個)

H15. 1,29

46,200
2/5議員総会昼食代 (2100円×22個)

37,800
2/20議員総会昼食代 (1575円×24個)

3 / 1 7議員総会昼食代 (2100円×31個)

542,300

( 別

1

表 2 )

1の①)

2 執行部会 ・政調会昼食代 (別表 1の ③)

3  会 合飲食代 (市役所庁舎分)(別 表 1の ◎)

金額 (円)

20,475
1 0 / 2 2政調会昼食代 (1575円×13個)

H14. 10.22

12/0執行部会昼食代 (1575円×6個)

29,925

金額 (円)

4月 分会合飲食代 (3階 食堂)H141 5, 7
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7 . 1 6月 分会合飲食代 (3階 食堂) 1,920

8 . 1 2 7月 分会合飲食代 (3階 食堂) 3,190

10。 4 9月 分会合飲食代 (3階 食堂) 2,320

11, 6 10月 分会合飲食代 (3階 食堂) 8,580

11, 6 10月 分会合飲食代 (さぬき路) 1,530

12. 4 11月 分会合飲食代 (3階 食堂) 3,790

H15。 2.25 1月 分会合飲食代 (3階 食堂) 920

3。26 2月 分会合飲食代 (3階 食堂) 1,340

4.  2 3月 分会合飲食代 (3階 食堂) 4,060

合   計 29,620

4 懇 談会費 (5/7・14・20分)(別 表 1の ⑤)

自由市民の取材費 ・印刷代 (別表 1の ⑤)

日 付 摘  要 金額 (円)

H14. 6.
Ｒ

Ｕ 5/7・14・20懇談会 (名古屋国際ホテル)
７
Ｈ

９
０

０
０

父
Ｕ

合   計
７
！

９
０

０
０

食
Ｕ

日 付 摘  要 金額 (円)

① H14. 5. 7 4月 分 自由市民取材活動費 ・印刷代 陀910,9 1 1 166,000

② 5。31 5月 分自由市民取材活動費 ・印品1代 陥912,913,914 174,000

③ 6.20 自由市民印刷代 (堀場先生,稲本先生) 300,000

④ 7.1 6月 分自由市民取材活動費 ・印刷代 陥915 158,000

⑤ 7.  5 自由市民印刷代 (藤澤先生)
ｎ
ｕ

ｎ
ｕ

ｎ
ｖ

ｎ
ｕ

⑥ 7 . 1 8 自由市民印刷代 (浅井先生)
ｎ
Ｕ

属
Ｕ

ｎ
Ｕ

ｎ
Ｕ

ｎ
Ｕ

④ 7.29 自由市民印刷代 (渡辺先生) 140,000

③ 7. 3 1 7月 分 自由市民取材活動費 ・印刷代 陥918,9 2 0 166,000
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③ 9.  3自由市民取材活動費 ・印刷代 陥921,922,923 174,000

① 9,25 自由市民印刷代 (村松先生) 150,000

① 10, 4 自由市民取材活動費 ・印Rll代陥924,9 2 6 166,000

② 11. 6 自由市民取材活動費 ・印刷代 陥927,928,929 174,000

① 12, 2 自由市民取材活動費及び製作料 166,000

⑭ 1 2 , 1 6自由市民印刷代 (小木曽先生) 150,000

⑮
０

ち

７
ｔ 自由市民印刷代 (加藤先生)

ｎ
ｕ

医
Ｕ

ｎ
Ｕ

ｎ
Ｕ

ｎ
Ｕ

①
９

乙

ｎ
υ 自由市民取材活動費 ・印刷代 陥933 150,000

① 12.19自由市民印刷代 (西村先生,ふじた先生) 300,000

① 12.20 自由市民印刷代 (西本先生)
ｎ
Ｕ

ｎ
Ｕ

ｎ
Ｕ

ｎ
Ｕ

① 12.27 自由市民印刷代 (伊神先生) 150,000

① 1 2 . 2 7自由市民取材活動費 150,000

④ H15. 24 自由市民印刷代 (工藤先生) 150,000

② 1,30 自由市民取材活動費
０
０

医
Ｊ

ｎ
ｕ

ｎ
ｕ

ｎ
ｕ

② 3.  5 自由市民印刷代 ・取材活動費 陥939,9 4 1 166,000

② 3,26 自由市民印刷代 (桜井先生)
ｎ
Ｕ

医
Ｊ

ｎ
Ｕ

ｎ
ｕ

ｎ
ｕ

② 4.  2 自由市民取材活動費 150,000

合   計 4,208,000

6 予 算要望書印刷費 (別表 1の ①)

日 付 摘 要 金額 (円)

H14.
７
！

０
０ 「平成 15年 度予算編成に対する重点要望」

25 0部 印刷代

42,000

11913 「平成 15年 度予算編成に対する要望」

30 0部 印刷代

食
Ｕ

９

ち

ｎ
Ｕ

ｎ
ｕ

ｎ
Ｕ

合   計
９
０

食
Ｕ

ｎ
ｕ

ｎ
ｕ

ｎ
ｕ
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(別紙①)

自 民 党 名 古 屋

市 会 議 員 団

i   r r  i げ

】印 5 0 円

「市
議
団
副
幹
事
長

藤
沢
た
だ
ま
↓さ
議
員
に
聞
く
」

今
回
＝
編
集
部
で
、

藤
沢
た
だ

ま
さ
議
員
に
市
政
に
関
す
る
こ
と

な
ど
、

イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
行
い
ま

し
た
。

―
今
年
度
の
抱
負
を
聞
か
せ
て
下

さ

い
。

「
土
木

・
交
通
委
員
会
に
所
属
を

し
ま
し
た
の
で
、

ま
ず
は
河
川
の

治
水
対
策
に
し

っ
か
り
と
取
り
組

み
た

い
。　
一
昨
年
の
集
中
豪
雨
の

悲
劇
を
く
り
か
ぇ
な
さ
い
よ
う
に

し
た
い
。

南
区
内
に
も
天
白
川
が

あ
り
ま
す
か
ら
。

」

―
副
幹
事
長
の
お
仕
事
内
容
は
？

「市
議
団
運
営
を
幹
事
長
と
と
も

に
切
り
盛
り
し
て
い
ま
す
。

他
党

と
の
交
渉
な
ど
も
お
こ
な
い
ま
す
。

本
会
議
で
は
進
行
係
と
し
て
議
長

さ
ん
を
さ
さ
え
ま
す
。
ま
た
市
議

団
執
行
部
の

一
員
と
し
て
、

党
の

意
思
決
定
に
大
き
く
寄
与
し
ま
す
。」

―
最
近
思
う
こ
と
な
ど
あ
り
ま
し

た
ら
？

「
ワ
ー
ル
ド
カ

ッ
プ
の
日
本

の
活

躍
は
す
ば
ら
し
い
し
、

我

々
に
元

気
を
与
え

て
く
れ
ま
す
。

そ
し
て

私
が
何
よ
り
も
思
う
こ
と
は
、

皆

が
ひ
と
つ
に
な
っ
て

「
日
本
」
を

応
援
し
て
ぃ
る
こ
と
で
す
。

会
場

で
は

「
日
本
」
を
意
識
し
、　

一
体

感
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

会
場
で

日
の
丸
を
み
て
、

試
合
前
の
君
が

代
を
聞
け
ば
誰
も
が
少
な
か
ら
ず

感
動
を
覚
え
る
と
思
い
ま
す
。

「
国
」
と

い
う
も
の
を
意
識
し
、

再
確
認
で
き
た
こ
と
は
良
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。

正
し
い
愛
国
心
を

も

つ
て
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
を

持

っ
て
、

ヮ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
教

え
ら
れ
た
よ
う
に
、

や
れ
ば
で
き

る
と
自
信
を
ぃ
つ
こ
と
が
、

元
気

の
な
い
今
の
日
本
に
は
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。」

本年1!ちの嘉=あ恙京拝奏あT革
街宣草の上から熱弁

キ・綿
じり袋罰摘撻筆肘こ櫛

r磁
|力|(たとい

市民の家庭から出る 「容碁包孝」は1人あたり年間67kgにもなります。

しかも石油からできています。ムダな、不要なレジ袋は店頭でことわつ

て、買物袋を持参して地球環境を守りましよう1

'韓
34い



!I沖ⅢⅢ Pl17Ⅲ21!叫!1～把1'rW rl 13 238袴 イ1' 平成14年 6月10日 (米)民市由自

合〓
ぶ

南区桜台1-27-18(桜 センタ■|ビル lF)

824‐7521

団冨!

![黎1'■ 干!= I       F'tⅢ        …  , ユ 七 十  ■ li十 1ギ 1神 齢'「押酬 押

暑さも厳しくなつてまいりましたが、みなさまには御健勝の

こととおよろこび申し上げます。本年は土木交通委員会に所属

することとなりました。河川の治水対策や市民のみなさんの足

である市バス・地下鉄に関する諸問題についてしつかりと取り

組!んでいきたいと考えています。また名港管理組合の議員とし

そ名古崖港のにぎわい倉1出や魅力ある名古屋港づくりに意見を

述べていきたいと思つています。そして党務としては市議団言J

幹事長として、団運営にも貢任のある執行部の一員となりまし

た。

これまで以上の重貢に、 しつかり

,■=千44雌でこ午|て:∵り
と勉強をし、勇気と信念を

ますので、御指導宜しく御

名古屋市議会議員 藤沢思将

―プロフィールT

日召和44年 6月 7日          ヤ    |

名古屋市南区生まれ (o3才)

昭和57年3月 名古屋市星崎小学校卒業

昭和60年3月 東 海中学校卒キ

昭和63年3月 東 海高校卒業      |

平成4年 9月 二 重大学在学中に塚本手良,
の秘奮となる

平成5年 3月 二 重大学‐大文学部社会化球 ‐
潜コース卒業      |

平成7年 4月 名 古唇市議会 ″ 半選  ‐

平成11年4月   ク  1  当 選
| (2期 日)

核:3骨告稀言岳岳暑暑晶骨岳:‐【岳を::をを二七岳
越しの際iよぜびお立ち寄りください。

‐ 薪事務所 (7,1日 より新事務所にて業務開始)

〒45ウ‐0005 名吉犀市南区桜台1-27-18
‐       (桜 センタービルlF)

‐評洋fユ早増7'景3罫Ъ2五_7521
前回の選挙事務所となつていた場所です。

<市 政報告会のお知らせ>

立食パーテイをかねて市政報告会をおこないます。

御参加いただける方は事務所まで御連絡下さい。

①日 時  平 成14年9月 7日 (土)

1 8 i 3 0～

○場 所  サ ン笠寺ホール

○会 費  3,000円
(立食パーテイー、おみや|ザ付き)

<郡 上おどりで楽しいひとときを>

夕食会をかねて郡上おどり旅行を企画しました。

一緒に案しくおどりませんか。参加希望者は事務所

まで御連絡下さい。

パンフレットをお届けします。

O日  時  平 成14年 8月 10日 (土)

○会 費  6,000円
(夕食代、入浴代、パス代等―切含む)

軽簿躍:!椋綴搬!:群盟帯=麒 代湯

―     《藤沢ただまさ事務所》

新事務所 律本町難 点ぶ,事へ?00m)
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中氏一巾・田 (毎月8・18・28日発行) 平成15(2003)年 1月18日
(attD49年7月2日 第3種48便物認可)

工藤 恭弘氏

各

曇

蓄

工

藤

恭

弘

寒
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

後
援
会
員
の
み
な
さ
ま
、

日
頃
は
私
の
議
員
活
動
に
格
別
な
る
ご

指
導
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
て
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

お
蔭
さ
ま
で
今
日
ま
で
、

全
力
で
議
員
活
動
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

さ
て
、

私
は
昭
和
四
十
二
年
に
愛
知
県
議
会
議
員
に
初
当
選
ｔ
せ

て
い
た
だ
い
て
以
来
、

昭
和
四
十
八
年
か
ら
は
名
古
屋
市
会
議
員
を

八
期
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

今
年
で
七
十
歳
に
な
る

の
を
機
に
、

今
期
限
り
で
議
員
を
引
退
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
決

意
し
、

後
援
会
役
員
及
び
み
な
さ
ま
方
の
ご
了
解
を
得
ま
し
て
、

私

の
長
男
の
彰
三
に
今
後
の
政
治
活
動
を
託
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
こ

と
を
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も

「光
陰
矢
の
如
し
」
と
申
し
ま
す
が
、

本
当
に
歳

月
の
過
ぎ
去
る
の
は
早
い
も
の
で
す
。

あ
ら
た
め
て
思
い
起
こ
せ
ば

私
の
九
期
三
十
六
年
間
に
及
ぶ
議
員
生
活
は
あ

っ
と
い
ぅ
間
に
過
ぎ

た
感
が
い
た
し
ま
す
や

こ
の
間
、

私
は
県
政
と
市
政
に
か
か
わ
る
熱
田
区
の
諸
問
題
の
解

決
に
全
力
で
と
り
く
み
、

平
成
元
年
の
世
界
デ
ザ
イ
ン
博
覧
会
開
催

及
び
そ
れ
に
伴
う
国
際
会
議
場
と
白
鳥
庭
園
の
整
備
、

熱
田
駅
前
地

区
整
備
と
し
て
移
転
改
築
さ
れ
た
熱
田
区
役
所
、

日
比
野
地
区
の
再

開
発
事
業
、

中
央
卸
売
市
場
の
整
備
等
に
、

微
力
な
が
ら
お
手
伝
い

出
来
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
次
第
で
す
。

今
後
も

一
区
民
と
し
て
頑
張
り
ま
す
の
で
、

変
わ
ら
ぬ
ご
指
導
の

ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
、

私
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

工
藤
恭
弘
議
員
は
、

そ
の
旺
盛
な
行
動
力

か
ら

”
超
ド
級
戦
艦

“
と
い
ぅ
異
名
で
も
知

ら
れ
て
い
る
実
力
者
で
あ
る
。

昭
和
四
十
二
年
に
愛
知
県
議
会
議
員
に
初

当
選
、

そ
の
後
、

名
古
屋
市
会
議
員
を
八
期

つ
と
め
る
実
力
者
で
、

超
ド
級
戦
艦
と
し
て

の
活
躍
ぶ
り
は
、

昭
和
六
十
二
年
の
自
民
党

市
議
団
団
長
、

平
成
元
年
の
デ
ザ
イ
ン
博
覧

会
実
行
委
員
長
、

平
成
五
年
の
名
古
屋
港
省

理
組
合
議
会
議
長
、

平
成
六
年
の
名
古
屋
市

会
議
長
と
、

重
要
ポ
ス
ト
に
就
任
し
た
時
代

に
充
分
に
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
一
常
に
住
民
の
先
頭
に
立

っ
て
行
政

課
題
の
解
決
を
め
ざ
す
政
治
姿
勢
に
は
、

関

係
住
民
か
ら
厚
い
信
頼
が
寄
せ
ち
れ
、

再
開

発
事
業
な
ど
の
難
し
い
課
題
も
大
き
く
前
進

さ
せ
、

Ａフ
日
の
熱
田
区
発
展
の
礎
を
築
い
た

と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

発 行  所

自民党名古屋

市 会 議 員 団
再狩 R'人 安藤二六

名古 &市 中区この丸
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平成15(2003)年 1月18日

本
紙
　
議
員
に
な
ら
れ
た
イ
キ
サ

ツ
か
ら
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

工
藤
　
私
は
２７
歳
か
ら
春
日

一
幸

代
議
士
の
秘
書
を
つ
と
め
て
い
た

関
係
か
ら
、

昭
和
４２
年
に
愛
知
県

議
会
議
員
選
挙
に
立
候
補
し
、

議

員
と
し
て
の
活
動
を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
ま
し
た
。

本
紙
　
議
員
と
し
て
、

こ
れ
ま
で

に
最
も
印
象
に
残

っ
て
い
る
こ
と

は
何
で
す
か
。

工
蘇
　
そ
う
で
す
ね
。

多
く
の
こ

と
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
が
、

平
成
元
年
に
名
古
屋
市
制
百
周
年

記
念
事
業
と
し
て
開
催
さ
れ
ま
し

た

「世
界
デ
ザ
イ
ン
博
覧
会
」
が

大
成
功
し
、

メ
イ
ン
会
場
と
な
っ

た
熱
田
区
の
白
鳥
地
区
が
整
備
さ

れ
た
こ
と
が
、

周
辺
地
区
の
再
開

発
事
業
に
大
き
な
波
及
効
果
を
持

た
ら
し
た
こ
と
で
す
ね
。

陰
で
、

無
事
に
大
役
を
果
た
す
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。

特
に
、

メ
イ

ン
会
場
と
な

っ
た
熱
田
区
の
住
民

が
、

郷
上
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
と

発
展
に
直
結
す
る
と
全
面
協
力
し

て
く
れ
た
こ
と
が
成
功
に
結
び

つ

鞠
靭
鯉
稗
所！し悔
鍋
！

の
区
民
か
ら
親
し
一ま
れ
て
い
る
。　

・

区
民
の
ぐ
，
↓
を
守
る
名
古
屋
．

市
行
政
の
最
前
線
基
地
と
し
て
の

機
能
を
備
え
な
が
、
少
子
高
齢
社

会
に
対
応
し
た
在
宅
サ
ト
ゼ
ス
セ

ン
タ
ー
を
併
設
し
て
い
る
こ
と
等

に
！区
民
か
ら
信
頼ｉ
と
安
心
感
が
寄

せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

工
藤
議
員
は
、

臭
大
な
事
業
費

を
伴
う
施
設
整
備
な
ど
の
ハ
ー
ド

面
で
敏
腕
を
発
揮
し
て
き
た
が
、

そ
の
一
方
で
は
、

区
民
が
安
心

・

快
適
に
暮
ら
す
た
め
の
福
祉
や
教

！
育
、

文
化
施
策
な
ど
の
充
実
に
も

力
を
注
い
で
き
て
お
り
、

在
宅
サ

―
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
整
備
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。

本
紙
　
当
時
は
、

デ
ザ
イ
ン
博
実

行
委
員
長
と
し
て
ご
苦
労
さ
れ
た

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

工
藤
　
当
初
は
気
が
か
り
も
あ
り

ま
し
た
が
、

行
政
と
議
会
が

一
体

と
な

っ
て
後
押
し
し
て
く
れ
た
お

い
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

本
紙
　
熱
田
区
の
再
開
発
と
い
え

ば
、

日
比
野
地
区
が
大
き
く

一
新

さ
れ
ま
し
た
ね
。

工
藤
　
日
比
野
地
区
の
再
開
発
事

業
は
、

戦
災
復
興
時
代
か
ら
の
長

年
の
課
題
で
し
た
が
、

関
係
者
の

理
解
と
協
力
が
実
っ
て
完
成
し
ま

し
た
。

熟
田
区
全
体
の
調
和
あ
る

発
展
を
図
る
上
で
不
可
欠
な
事
業

で
し
た
の
で
、

今
後
の
波
及
効
果

も
楽
し
み
で
す
。

本
紙
　
最
後
に
、

後
継
者

へ
の
ア

ド
バ
イ
ス
を
ひ
と
こ
と
。

Ｉ
藤
　
政
策
立
案
と
行

！動
功
に
関

し
て
は
、

私
以
上
の
資
資
を
備
え

て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
い
後
は

「聞
き
上
手
」
に
な
る
と
い
う
こ

と
‐で
す
ね
ギ
　
　
　
　
・

本
紙
　
本
！日‐は
あ
り
が
と
ぅ
ご
ざ

い
ま
し
た
“
．　
　
　
！
　

一
！

中
央
卸
売
市
場
は
名
古
屋
市

民
の
台
所
を
守
る
最
前
線
基
地

と
し
て
、

昔
か
ら
重
要
な
使
命

を
担
っ
て
い
る
が
、

平
成
十
年

か
ら
十
三
年
に
か
け
て
施
設
整

備
が
行
わ
れ
て
一
新
さ
れ
た
。

中
実
管
理
棟
は
地
上
９
階
、

地
下
１
階
で
、

高
度
情
報
化
社

会
へ
の
対
応
を
め
ざ
し
た
。
ま

た
、

低

・
高
層
建
物
の
間
は
ト

ツ
プ
ラ
イ
ト
を
か
け
た
モ
ー
ル

で
一
体
化
し
い
■
！階
に
商
店
街

を
設
け
て
、

市
民
に
開
か
れ
た

施
設
を
め
ざ
し
て
い
る
。

，

熱由産はデサイン博で千気に浮上した

時代を先取りした思想が反映されている熱函区役所



これ は 正 本 で あ るt 。

平成 21年 3月 26日

名古屋地方裁判所民事第 9部

裁判所書記官 森    芳  早ぃ |lr


